
広島市水道局規程第７号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

広島市水道給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 桝 原   茂 

 

   広島市水道給水条例施行規程の一部を改正する規程 

広島市水道給水条例施行規程(昭和３８年広島市水道局規程第１６号）の

一部を次のように改正する。 

第３１条の５中「、債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情に

あるため徴収の見込みがないと認めるときで、次の各号のいずれかに該当

し、かつ」を削り、「経過したもの」の次に「（その額が１件５００万円以

下のものに限る。）」を、「ついては」の次に「、債務者が時効の援用をしな

い特別の理由があるときを除き」を加え、各号を削る。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


